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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】工具を常に用意していなくても、仮囲い板に目
隠しパネルや防音パネル等の各種パネルを簡単に止めて
おくことができ、しかもバラつくことがなく持ち運びや
数量の管理がし易い仮囲い板用止め具を提供する。
【解決手段】仮囲い板用止め具は、横長形状の弾性体か
らなる押圧板１の中央部に弾性押圧体２を固定したもの
であり、仮囲い板３の内側に沿わせたパネル体４の裏面
を弾性押圧体２で押圧すると共に、仮囲い板３の両側端
に形成した折曲部５の内側に押圧板１の両端部が入り込
んで、この押圧板１の両端部が折曲部５に弾力を付与し
た状態で係合する。
【選択図】図４
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　横長形状の弾性体からなる押圧板の中央部に弾性押圧体を固定したものとし、
　仮囲い板の内側に沿わせたパネル体の裏面を前記弾性押圧体で押圧すると共に、前記仮
囲い板の両側端に形成した折曲部の内側に前記押圧板の両端部が入り込んで、この押圧板
の両端部が前記折曲部に弾力を付与した状態で係合するようにしていることを特徴とする
仮囲い板用止め具。
【請求項２】
　前記押圧板の両端部の少なくとも一端部に、前記仮囲い板の折曲部に係合するようにし
た係合部を設けたものとしていることを特徴とする請求項１に記載の仮囲い板用止め具。
【請求項３】
　前記弾性押圧体は、吸着用の凹面を有する円板部と、この円板部の中央から突出する軸
部とを形成した吸盤形状にしていることを特徴とする請求項１に記載の仮囲い板用止め具
。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、建設現場や資材置場等を包囲するのに使用される仮囲い板に、目隠しパネル
や防音パネル等の各種パネルを止めておくための仮囲い板用止め具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の仮囲い板に、その裏面から目隠しパネルを止めておくには、例えば図８
、９に示したように、仮囲い板２１の両側端２３に設けた嵌合部２３a に、止枠２５を嵌
め込むと共に、この止枠２５と仮囲い板２１の隙間に目隠しパネル２２を差し込み、前記
止枠２５に止ボルト２６を螺合し、この止ボルト２６を締め付けることにより、前記目隠
しパネル２２を押圧するようにしていた（特許文献１）。
【０００３】
　また、この種の仮囲い板に、その裏面から防音パネルを止めて止め具としては、例えば
図１０～１２に示したような、略山形状の押付部３３の内端に、略平坦形状の連結部３４
を連設した第一止着体３１と、略山形状の押付部３５の内端に、略平坦形状の連結部３６
を連設した第二止着体３２とからなるものが存在する。この止め具は、前記第一止着体３
１の連結部３４に設けた通孔３７と、第二止着体３２の連結部３６に設けた通孔３８とに
ボルト３９を挿通し、このボルト３９にナット４０をねじ込んで締め付けることにより、
前記第一止着体３１の押付部３３が、仮囲い板４１の一側端に形成した側面体４２を上か
ら押し付けるようにし、前記第二止着体３２の連結部３６が、前記側面体４２を下から押
し付けるようにすると共に、前記第二止着体３２の押付部３５の外端３５ａが、前記仮囲
い板４１に沿わせた防音パネル等のパネル体４３の側端部４３ａを上から押し付けるよう
にし、前記第一止着体３１の連結部３４の外端３４ａが、第二止着体３２の押付部３５を
上から押し付けるようにしている（特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２９１４６３号公報
【特許文献２】特開２０１６－１２５２６８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に記載された仮囲い板に目隠しパネルを止めておく構造では
、止枠２５に止ボルト２６を螺合するには、レンチ等の工具を必要とするため、このよう
な工具を常に用意していないと、目隠しパネルの取付け作業を行なえないという課題を有
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していた。
【０００６】
　また、特許文献２に記載された仮囲い板に防音パネルを止めておく止め具は、使用する
前には第一止着体３１と第二止着体３２が分離しているので、バラついて持ち運びや数量
の管理がし難いという課題を有していた。さらに、この止め具においても、ボルト３９に
ナット４０をねじ込んで締め付けるという作業には、工具を常に用意していないと、防音
パネルの取付け作業を行なえないという課題を有していた。
【０００７】
　そこで、本考案は、上記従来の課題を解決するものであり、工具を常に用意していなく
ても、仮囲い板に目隠しパネルや防音パネル等の各種パネルを簡単に止めておくことがで
き、しかもバラつくことがなく持ち運びや数量の管理がし易い仮囲い板用止め具を提供す
ることを目的としてなされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　そのため、本考案の仮囲い板用止め具は、横長形状の弾性体からなる押圧板１の中央部
に弾性押圧体２を固定したものとし、仮囲い板３の内側に沿わせたパネル体４の裏面を前
記弾性押圧体２で押圧すると共に、前記仮囲い板３の両側端に形成した折曲部５の内側に
前記押圧板１の両端部１ａが入り込んで、この押圧板１の両端部１ａが前記折曲部５に弾
力を付与した状態で係合するようにしている。
【０００９】
　さらに、本考案の仮囲い板用止め具において、前記押圧板１の両端部１ａの少なくとも
一端部に、前記仮囲い板３の折曲部５に係合するようにした係合部６を設けたものとして
いる。
【００１０】
　また、本考案の仮囲い板用止め具において、前記弾性押圧体２は、吸着用の凹面を有す
る円板部８と、この円板部８の中央から突出する軸部９とを形成した吸盤形状にしている
。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案の仮囲い板用止め具は、以上に述べたような構成としているので、工具を常に用
意していなくても、仮囲い板に目隠しパネルや防音パネル等の各種パネルを簡単に止めて
おくことができ、しかもバラつくことがなく持ち運びや数量の管理がし易いものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の仮囲い板用止め具の表面側の斜視図である。
【図２】本考案の仮囲い板用止め具の裏面側の斜視図である。
【図３】本考案の仮囲い板用止め具を使用して仮囲い板にパネル体を止着した状態の斜視
図である。
【図４】図３に示すパネル体の止着状態の要部を拡大した斜視図である。
【図５】図３に示すパネル体の止着状態の要部を拡大した分解斜視図である。
【図６】図３中のＡーＡ線による断面図である。
【図７】本考案の仮囲い板用止め具の使用状態を示す説明図である。
【図８】従来の目隠しパネルの止着状態の要部を拡大した斜視図である。
【図９】従来の目隠しパネルの止着状態の要部を拡大した分解斜視図である。
【図１０】従来の仮囲い板用止め具の分解斜視図である。
【図１１】従来の仮囲い板用止め具を使用して仮囲い板に防音パネルを止着した状態の斜
視図である。
【図１２】図１１中の円で囲んだ部分の拡大斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
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　以下、本考案の仮囲い板用止め具を実施するための形態を、図面に基づいて詳細に説明
する。
【００１４】
　本考案の仮囲い板用止め具は、図１、２に示したように、横長形状の弾性体からなる押
圧板１の中央部に弾性押圧体２を固定したものとしている。そして、図３、４に示したよ
うに、後に述べる仮囲い板３の内側に沿わせたパネル体４の裏面を前記弾性押圧体２で押
圧すると共に、前記仮囲い板３の両側端に形成した折曲部５の内側に前記押圧板１の両端
部１ａが入り込んで、この押圧板１の両端部１ａが前記折曲部５に弾力を付与した状態で
係合するようにしている。
【００１５】
　前記押圧板１は、後に述べる仮囲い板３の両側端に形成した折曲部５どうし間の長さよ
り少し短くした横長形状の鋼板等から形成される弾性体からなるものとしている。前記折
曲部５どうし間の一般的な長さは、約５０ｃｍであるので、前記押圧板１の長さは、この
長さより少し短くして、両端部１ａがこれら折曲部５の内側に入り込むようにしている。
なお、前記押圧板１の弾性力については、後に述べる仮囲い板３の内側に沿わせるパネル
体４の止め具合や、このパネル体４の厚さ、重さ等に応じて、適宜設定すればよい。
【００１６】
　さらに、前記押圧板１は、両端部１ａが仮囲い板３の折曲部５の内側に入り込んだとき
に、この折曲部５に係合するようにした係合部６を、その両端部１ａの少なくとも一端部
に設けたものとすることができる。この係合部６は、図示したものでは、その一端部を押
圧板１の表面側に折り返したものとしているが、別部材を表面側に固定したものなどとし
てもよい。前記係合部６は、仮囲い板３の折曲部５に引っ掛かり、この折曲部５との係合
が外れにくいものとなる。
【００１７】
　前記弾性押圧体２は、合成ゴム等の弾性材料で形成されたものとしており、後に述べる
仮囲い板３の内側に沿わせたパネル体４の裏面を押圧するものとしており、前記押圧板１
の中央部に固定されている。この弾性押圧体２は、円柱形状や角柱形状等とすることがで
きるが、図示したように吸着用の凹面を有する円板部８と、この円板部８の中央から突出
する軸部９とを形成した吸盤形状にするのが好ましい。前記弾性押圧体２を吸盤形状にす
ると、この弾性押圧体２がパネル体４の裏面を押圧したときに、このパネル体４の裏面に
引っ付いた状態なるので、安定した状態でパネル体４の裏面を押圧することができる。円
柱形状や角柱形状とした弾性押圧体２では、底面部を前記押圧板１に接着剤を用いて固定
したり、吸盤形状とした弾性押圧体２では、図示したように軸部９の中央に形成した貫通
孔から前記押圧板１に形成した貫通孔にボルトＢを通してナットＮで止着したり、図示し
ていないが軸部９の中央に形成した貫通孔から前記押圧板１に形成した貫通孔にリベット
を通してかしめるなどして固定される。なお、前記弾性押圧体２の弾性力についても、後
に述べる仮囲い板３の内側に沿わせるパネル体４の止め具合や、このパネル体４の厚さ、
重さ等に応じて、適宜設定すればよい。
【００１８】
　前記仮囲い板３は、鉄板、鋼板、アルミ合金板等から形成されており、板本体の両側端
部を裏面側に略Ｌ字状に折り曲げて折曲部５を形成し、この折曲部５の上部、中間部、下
部には、必要に応じてそれぞれ隣り合う仮囲い板３どうしを突き合わせて繋ぐ番線の通し
孔（図示せず）を設けたものとしている。さらに、前記折曲部５には、必要に応じて、そ
の端部を裏面方向に折り返して、前記押圧板１に設けた係合部６に引っ掛かり易くした折
返し部７を形成したものとしている。また、前記折曲部５には、隣り合う仮囲い板３どう
しを突き合わせたときに位置決めし易いように、必要に応じて嵌合部１１を形成したもの
としている。なお、前記仮囲い板３は、風や日光を通さないようにした閉鎖板体とするこ
とができるが、図示したように、大きな開放窓１２を板本体の上下に形成し、この開放窓
１２に金網１３を張り付けて風通しをよくしたものとしたり、多数のパンチング孔（図示
せず）を板本体に形成して風通しをよくしたものとしてもよい。
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【００１９】
　前記パネル体４は、目隠しパネルや防音パネル等とすることができるが、前記仮囲い板
３の内側に沿わせることができるものであればよい。前記仮囲い板３は、一般的な高さが
約３００ｃｍ、幅が約５０ｃｍ、厚さが約３ｃｍであるので、この仮囲い板３の内側に沿
わせることができる高さ、幅および厚さであればよい。前記パネル体４を目隠しパネルと
した場合には、半透明や不透明の合成樹脂板から形成したものなどとすることができる。
前記パネル体４を防音パネルとした場合には、ハニカム状パネルの多数のセル内にフェノ
ールフォームを埋設し、このハニカム状パネルにカバーを被せたものなどとすることがで
きる。
【００２０】
　このように構成された本考案の仮囲い板用止め具は、以下のようにして使用される。
【００２１】
　まず、本考案の仮囲い板用止め具を手に持って、仮囲い板３の内側に沿わせたパネル体
４の裏面に押圧板１の弾性押圧体２を当て、図７に示したように、時計回りまたは反時計
回りに少し回動させて押圧板１を斜めにする。
【００２２】
　そして、前記押圧板１の両端部１ａをパネル体４に向かって手で押し曲げながら、前記
したのは反対方向に押圧板１を回動させて水平にすると、この押圧板１の両端部１ａが仮
囲い板の両側端に形成した折曲部１２の内側に入り込む。
【００２３】
　そこで、手の力を抜くと、前記押圧板１の両端部１ａが、仮囲い板３の両側端に形成し
た折曲部５に弾力を付与した状態で係合するようになり、押圧板１の弾性押圧体２が、パ
ネル体４の裏面を押圧しているので、パネル体４を仮囲い板３の内側に確りと止めておく
ことができる（図７に仮想線で示す）。
【００２４】
　前記したようなパネル体４を仮囲い板３の内側に確りと止めておく作業は、パネル体４
の上中下の三か所、または上下の二か所で行なわれるのが好ましい。
【００２５】
　次に、前記パネル体４を外したり、取り変えたりする場合には、本考案の仮囲い板用止
め具を仮囲い板３から外す。
【００２６】
　この場合には、前記押圧板１の両端部１ａが、仮囲い板３の両側端に形成した折曲部５
に係合している状態から、もう一度この押圧板１の両端部１ａをパネル体４に向かって手
で押し曲げれば、押圧板１の両端部１ａと仮囲い板３の両側端の折曲部５との係合が外れ
る。
【００２７】
　そして、前記押圧板１の両端部１ａを押し曲げた状態で、時計回りまたは反時計回りに
少し回動させて押圧板１を斜めにして、手の力を抜く。
【００２８】
　すると、押圧板１の両端部１ａが仮囲い板３の両側端に形成した折曲部５の内側から抜
き出すことができ、そのまま手前に引けば、この押圧板１を仮囲い板３から外すことでき
る。
【００２９】
　以上に述べたように、本考案の仮囲い板用止め具は、仮囲い板３に止める作業も、仮囲
い板３から外す作業も、すべて人の手のみで行えるので、工具を常に用意していなくても
、仮囲い板に目隠しパネルや防音パネル等の各種パネルを簡単に止めておくことができる
。
【００３０】
　さらに、本考案の仮囲い板用止め具は、押圧板１の中央部に弾性押圧体２を固定したも
のとしているので、バラつくことがなく持ち運びや数量の管理がし易いものとなる。



(6) JP 3232105 U 2021.5.27

10

【符号の説明】
【００３１】
　１　押圧板
　１ａ　端部
　３　仮囲い板
　４　パネル体
　５　折曲部
　６　係合部
　８　円板部
　９　軸部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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